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フクダライフテック京滋㈱　彦
根営業所

辞退

上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。

㈱増田医科器械　滋賀支店 辞退

㈱ダテ・メディカルサービス　滋
賀支店

辞退

フクダ電子京滋販売㈱　滋賀
営業所

辞退

小山㈱　大津営業所 辞退

㈱三笑堂　滋賀支店 31,050 落札

エア・ウォーター・リンク㈱　滋
賀支店

辞退

京都帝酸㈱　滋賀事業所 辞退

石黒メディカルシステム㈱　滋
賀支店

辞退

宇野酸素㈱　名神営業所 辞退

滋賀建機㈱ 辞退

㈱ヤサカ 辞退

履 行 期 間
（ 納 入 期 限 ）

入 札 日 時 令和６年９月２５日　午前９時３０分　執行

㈱松岡歯科材料店 辞退

㈱教文堂 辞退

国友工業㈱ 辞退

㈱リーフル 辞退

入　札　結　果　報　告

令和６年１２月１日から 　　  日間
令和１２年１１月３０日まで

別紙仕様書のとおり

㈱宇津木 558,000

入 札 場 所 長浜市役所本庁舎５階契約管理課執務室

業　者　名 第１回 入札額 第２回 入札額

納 入 場 所

物 品 番 号 令和６年度　長文ス第１４５号

物 品 名 称 長浜市体育施設自動体外式除細動器（AED）賃貸借



仕 様 書 
 

１．件名   

長浜市体育施設自動体外式除細動器（AED）賃貸借 

 

２．物品・台数    

自動体外式除細動器（AED） ９台 

 

３．設置場所  

 名  称 住  所 

１ 長浜市浅井Ｂ＆Ｇ海洋センター 長浜市大依町 15番地 

２ 長浜球場 長浜市宮司町 70番地 

３ 武徳殿 長浜市朝日町 13番地 11 

４ 長浜市民弓道場 長浜市宮前町 13番 15 

５ あじさいホール 長浜市富田町 431番地 

６ 長浜伊香ツインアリーナ 長浜市木之本町西山 183番地 3 

７ 余呉屋内グラウンド 長浜市余呉町中之郷 788番地 

８ 西浅井運動広場体育館 長浜市西浅井町大浦 190番地 

９ 西浅井いきいきホール 長浜市西浅井町塩津浜 1795番地 

 

４．契約期間 

  令和６年１２月１日（日）から令和１２年１１月３０日（土）まで（７２ヶ月） 

  （地方自治法第２３４条の３に基づく長期継続契約） 

 

５．納入期限 

  令和６年１１月２９日（金） 

  ※納入期限までに納入がされた場合も、賃借料の支払いは契約期間開始日からとする。 

   

 

６．機器内容 

  自動体外式除細動器（AED）セット ※１セットには次のものを含む 

・AED本体 １台 

・電極パッド（成人用１・小児用１） 

※電極パッドは小児/成人の切替機能があれば共用電極パッド１組でも

可。 

２組 

・電池パック（バッテリー） １個 

・レスキューセット １組 

・キャリングケース １個 

・取扱説明書 １冊 

  以上のものを含んでいれば、その他附属品があっても良い。 

 

 

 

 

 



７．仕様・性能 

 （本体） 

波形 二相性波形 

エネルギー 

(負荷抵抗 50Ω時) 

成人モード：150 J 

小児モード：50 J 

※２回目以降の出力が上昇する仕様でも可とする。 

心肺蘇生法の 

ガイド機能 

日本語の音声メッセージで、小学生から成人及び未就学児

のＡＥＤの使用方法を指示するものであること。 

胸骨圧迫の速さ、タイミングをガイドする機能を有するこ

と。 

 （その他） 

①薬事法上の医療器具として厚生労働大臣の承認を受けていること。 

  ②日本版救急蘇生ガイドライン２０２０に適合していること。 

  ③セルフチェック機能を有し、不具合等について警告する機能を有すること。 

  ④操作時の音声ガイダンス（日本語）機能を有していること。 

 

８．メンテナンス内容 

  ①交換時期及び使用後に以下を無償交換 

   ・電極パッド（２組）※小児/成人の切替機能付きの共用電極パッドである場合は１組 

   ・電池パック（1本） 

   ・レスキューセット（１セット） 

  ②通常保管管理状態での故障・破損、盗難時に機器を無償交換 

  ③使用方法、使用後の対応等の照会については随時応じること 

 

９．参考品 

メーカー ㈱フィリップス・ジャパン 日本光電㈱ ㈱CU 

機種名 ハートスタート FRx+e カルジオライフ AED3100 シーユー SP1 

医療機器承認番号 22000BZX00305000 22700BZX00187000 22500BZX00338000 

 

10．同等品確認 

  同等品については、性能・機能において、上記の参考品と同等品である場合は、同等品承認申

請書（別記様式）と当該商品メーカーカタログ等を契約管理課に持参又は電子メールにより提出

し承認を得ること。また、電子メールによる提出をされた方は送信後、電話により受信確認を行

うこと。 

  ・確認期限 令和６年９月１８日（水） 正午まで 

  ・確認先 契約管理課（長浜市役所 本庁舎５階） 

        滋賀県長浜市八幡東町 632番地  

        TEL：０７４９－６５－６５０７ 

        FAX：０７４９－６５－６５８０ 

        電子メール：keiyaku@city.nagahama.lg.jp 

  同等品の承認結果は、、令和６年９月１９日（木）午後５時までに申請者のみに FAX 

で回答する。なお、承認結果が「不可」の場合は、同等品では入札に参加できない。 

 

 

 

 



 

11．質問書の提出 

  質問がある場合は、質問をメール又は FAXで令和６年９月１２日（木）正午までに上記同等品

確認先へ提出すること。メール又は FAX送信後に電話にて契約管理課に到着確認を行うこと。回

答については、令和６年９月１７日（火）午後５時までに指名業者全者（辞退を除く）へ FAXす

る。 

 

12．その他 

  ①入札価格には９台分の月額賃貸借料（税抜）を記載すること。 

  ②各設置場所に機器の納入、設置まで責任をもって行うこと。納入および設置については、各

納入・設置先と事前に調整すること。 

  ③設置場所を変更することがあり、その場合は請求書に記載する設置場所を変更すること。 

  ④不要な梱包材は処分すること。 

  ⑤賃貸借期間終了後、借受物品の引き取り、処分を無償で実施すること。 

   ※引き取りについては、各設置場所まで引き取りに行くこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


